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３

そ
の
他

呼
気
検
査
に
お
け
る
ア
ル
コ
ー
ル
を
検
知
す
る
機

器
の
利
用
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
一
三
条
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
た
。

４

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
五
年
法
律
第
四
三
号
）
附
則
第
一
条
第
三

号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
七
年
六
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期

日
を
定
め
る
政
令
（
政
令
第
二
〇
号
）（
国
土
交
通
省
）

道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
六
年
法

律
第
五
三
号
）
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定

の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
七
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

◇
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に

伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
（
政
令
第
二
一

号
）（
国
土
交
通
省
）

一

道
路
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

１

道
路
の
占
用
入
札
に
お
け
る
占
用
料
の
額
の
最
低

額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第

一
九
条
の
三
の
二
関
係
）

２

道
路
管
理
者
が
総
合
評
価
占
用
入
札
を
行
う
場
合

の
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
九
条

の
三
の
三
関
係
）

３

国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
占
用
料
の
額
の

最
低
額
の
下
限
の
額
を
定
め
る
権
限
は
、
地
方
整
備

局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
し
な
い
こ
と
と

し
た
。（
第
三
九
条
関
係
）

二

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
関
係

料
金
に
よ
り
償
う
会
社
管
理
高
速
道
路
の
管
理
に
要

す
る
費
用
の
範
囲
に
、
占
用
入
札
を
行
う
事
務
に
係
る

事
務
取
扱
費
用
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五
条
関

係
）

三

こ
の
政
令
は
、
道
路
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
二
七
年
四
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

◇
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
政
令
第
二
二
号
）（
内
閣
府
本
府
）

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
四
年
法
律
第
六
五

号
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
七
年
四
月
一
日
と
す
る
こ

と
と
し
た
。

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
十
六
号

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
と
す
る
。

法
務
大
臣

上
川

陽
子

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

会
社
更
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

政
令
第
十
七
号

会
社
更
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。

会
社
更
生
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
よ
り
取
締
役
」
の
下
に「（
更
生
会
社
が
監
査
等
委
員
会
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

監
査
等
委
員
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
監
査
等
委
員
を
い
う
。）

で
あ
る
取
締
役
又
は
そ
れ
以
外
の
取
締
役
）」を
加
え
、「
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）第
二
条
第
十
二
号
」

を
「
同
法
第
四
百
条
第
一
項
」
に
、「
委
員
会
を
」
を
「
各
委
員
会
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
三
号
若
し
く

は
第
七
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
若
し
く
は
第
八
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
」
を
削
り
、「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
を
「
商

業
登
記
法
第
六
十
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
の
添
付
を
も

要
し
な
い
。

第
八
条
第
二
号
中
「
第
六
十
五
条
各
号
」
を
「
第
六
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。法

務
大
臣

上
川

陽
子

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三


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